
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCE CROPS CORPORATION

最終更新日：2015年11月12日
株式会社クロップス

小池伊知郎

問合せ先：取締役経営管理部担当 後藤久輝

証券コード：9428

http://www.crops.ne.jp/

当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

クロップスグループは、「お客様」「社員」「株主」「地域社会」等、全てのステークホルダーに対する責務の重大性を認識し、
透明・公正かつ迅速・果断な意思決定による経営により、企業価値の最大化に努めてまいります。

当社の持続的な成長と発展により、ステークホルダーへの還元、ひいては社会的貢献を果たすため、企業経営の適法性、
効率性を確保する諸施策を講じ、ガバナンス体制の強化、充実に努めます。

【原則4-8 独立社外取締役の有効な活用】
当社は、現在、独立社外取締役は１名ですが、来年度以降、監査等委員会設置会社への移行を予定しております。

【原則1-4 いわゆる政策保有株式】
◆上場株式の政策保有に関する方針

当社は、取引先との良好な取引関係を構築し、事業の円滑な推進を図ることを目的とし、取引先の株式を保有しています。
保有する株式については、毎年見直しを行い、取引関係の強化により当社事業の発展に資すると判断される場合は保有を継続し、

保有する意義が乏しいと判断される銘柄については、市場動向やその他考慮すべき事情に配慮しつつ売却いたします。
◆政策保有株式に係る議決権行使基準

株主価値が大きく毀損される事態やコーポレート・ガバナンス上の重大な懸念事項が生じている場合などを除き、保有する株式に
係る議決権の行使にあたっては、取引先との関係強化を図る方向で行使いたします。

【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社では、取締役会規程付議基準を定め、取締役の会社の営業の部類に属する取引、取締役の会社との取引および会社との

利益相反する取引について、取締役会での決議を求めています。

【原則3-1 情報開示の充実】
1)会社の目指すところ（経営理念等）や経営戦略、経営計画

当社グループは、「社会との共生を図り、永続的な発展を続けること」を経営理念として掲げており、当社ホームページ上で
公開しております。

また、当社グループの経営戦略・経営計画につきましては、有価証券報告書に記載しております。
詳しくは当社ホームページをご参照ください。（ｈｔｔｐ://www.crops.ne.jp）

2）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
本報告書の「1.1.基本的な考え方」に記載しておりますので、ご参照ください。

3）経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
当社の取締役の報酬については、その総額の上限を株主総会にて決議しております。決議された総額の範囲内において、

取締役会で各取締役の職位に基づく基本報酬額を決定しております。
また、職務遂行への対価としての基本報酬に、当社の業績水準、当社業績への寄与度、その達成状況等を加味して支払うことを

方針としております。

4）経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
当社の経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名については、各役職に求められる役割を適切に遂行することができる

知識・経験及び能力、並びに会社や個人の業績等を踏まえた総合的な評価等を勘案し、取締役会にて決定しております。

5）経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の個々の選任・指名についての説明
取締役の選任・指名については、「株主総会招集ご通知」に個人別の略歴を掲載しております。また、社外取締役については

選任理由を「株主総会招集ご通知」に記載しております。
監査役の選任・指名については、有価証券報告書に個人別の略歴を掲載し、監査役候補者につきましては

「株主総会招集ご通知」に選任理由を掲載しております。当社ホームページをご参照ください。（ｈｔｔｐ://www.crops.ne.jp）

【原則4-1 取締役会の役割・責務（1）】
[補充原則4-1-1]

当社の取締役会は、法令及び定款に定めるもののほか、取締役会に決議する事項を「取締役会規程 付議基準」において
定めております。

【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、会社法及び東京証券取引所が定める基準及び、以下の「独立性判断基準」を満たす者を、独立社外取締役の候補者として

選定しております。
◆独立性判断基準

当社における独立社外取締役の候補者は、原則として、現在、または最近において以下のいずれの要件にも該当しない者とする。
1）当社の主要な取引先、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。
2）当社を主要な取引先とする者、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。
3）当社から役員報酬以外に、多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家等。
4）当社から多額の寄付等を受ける者、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。
5）当社の主要株主、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。
6）次に掲げる者の近親者。

A.上記 1）～ 5）に該当する者。
B.当社及びその子会社の取締役、監査役及び重要な使用人等。

【原則4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
[補充原則4-11-1]
◆取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方

当社の取締役会は、取締役８名（男性６名、女性２名）のうち1名、監査役３名（男性３名）のうち３名を社外から選任しており、
外部からの視点を取り入れ監視・監督機能を強化しつつ、迅速で的確な経営の意思決定を行っており、現時点では、現在の
構成が適切なバランスと規模であると考えております。

◆取締役の選任に関する方針・手続



２．資本構成

【大株主の状況】

補足説明

３．企業属性

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

当社では、取締役の選任にあたっては、当社グループの経営理念を体現し、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資する
知見を有していることを選任の方針とし、取締役会において候補者を決定し、株主総会で決議しています。

[補充原則4-11-2]
当社は、社外取締役・社外監査役を含め、取締役・監査役候補者、取締役・監査役の重要な兼職状況を「株主総会招集ご通知」の

事業報告や、参考書類に記載、開示しております。
また、当社取締役・監査役は、受託者責任を踏まえ、他の上場会社の役員との兼任に当たっては合理的な範囲内にとどめるよう

努めております。

[補充原則4-11-3]
当社は、年に一度、取締役会の運営に関してアンケートによる自己評価を実施し、その結果を取締役会に報告しております。
同アンケートにおきましては、当社取締役会は、出身の社内外に係らず議論が活発で自由に発言できる環境にあり、

問題提起に対して真摯に議論が行われていると、概ね肯定的な評価を得ております。

【原則4-14 取締役・監査役のトレーニング】
[補充原則4-14-2]

当社は、取締役及び監査役に対するトレーニングとして、第三者機関による研修の機会を提供し、その費用は会社負担としております。
同研修には、当社代表取締役をはじめ、全グループ会社の代表取締役を含む取締役及び経営陣幹部が参加し、相互研鑽を

図っております。

【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、株主・投資家を重要なステークホルダーの一つとし、持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上のため、建設的な対話を

通じ、信頼関係を構築することが重要であると考えています。
・株主・投資家の皆様との対話につきましては、経営管理部担当役員が統括し、IR担当がこれをサポートする体制としております。
・IR担当は、対話の充実を図るため、各部署と積極的に連携を取り、公正、適正に情報開示を行っております。
・証券取引所等が主催する個人投資家向けのIRイベント及び会社説明会に積極的に出展し、そのような機会を通じて得られた

株主・投資家の皆様からの意見は、取り纏め、経営陣にフィードバックし情報共有に努めるとともに、ご意見・ご要望を元に、
対話の更なる充実を図っております。

・株主・投資家の皆様との対話に際し、投資判断に影響を及ぼすインサイダー情報の管理の重要性を認識し、厳格に管理しております。

外国人株式保有比率 10%未満

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

株式会社アイ・エー・エイチ 2,845,000 29.64

前田博史 785,100 8.18

いすゞ自動車株式会社 751,500 7.83

株式会社愛知銀行 477,900 4.97

前田由紀子 460,000 4.79

KDDI株式会社 400,000 4.16

前田吉昭 320,000 3.33

株式会社商工組合中央金庫 220,000 2.29

名古屋鉄道株式会社 200,000 2.08

クロップス従業員持株会 87,700 0.91

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

上記【大株主の状況】は、平成２7年９月３０日の状況を記載しております。

上場取引所及び市場区分 東京 第一部、名古屋 第一部

決算期 3 月

業種 情報・通信業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

―――

【支配株主等との取引に関して】
該当事項はありません。



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

【取締役関係】

会社との関係(1)

会社との関係(2)

【監査役関係】

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

組織形態 監査役設置会社

定款上の取締役の員数 10 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 8 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 1 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

1 名

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

大島幸一 他の会社の出身者 △

※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

大島幸一 ○

同氏は、当社の会計監査人である有
限責任あずさ監査法人の出身者であ
りますが、取引の規模、性質に照らし
て、株主・投資者の判断に影響を及ぼ
す恐れはないと判断しております。

なお、当社は、同氏が代表を務める
大島公認会計士事務所及び同氏が取
締役を務めるポバール興業株式会社と取
引等利害関係はありません。

同氏は、公認会計士の資格を有してお
り、会計及び財務の専門家としての豊富な
経験と専門的知見を有していることから、当
社の社外取締役として平成24年６月に就
任しており、社外取締役としての職務を適
切に遂行していただいていると認識してお
ります。

また、関係会社、主要な取引先の出身者
等でないことから、十分な独立性が確保さ
れているものと考えております。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 4 名

監査役の人数 3 名

【監査役と会計監査人の連携状況】
監査役と会計監査人（有限責任あずさ監査法人）は、当社及び連結子会社の四半期・期末・期中に連携して会計監査及び

内部統制監査の過程において適宜情報交換等を行い、会計監査人との連携を図っております。

【監査役と内部監査部門の連携状況】
監査役と内部監査部門である内部監査室は、連携して年間監査計画を策定し、当該計画に基づき本部機構をはじめ当社が運営する

「ａｕショップ」及び連結子会社の会計・業務監査を行い、適宜情報交換や報告を行うなど監査の充実を図っております。



会社との関係(1)

会社との関係(2)

【独立役員関係】

その他独立役員に関する事項

【インセンティブ関係】

該当項目に関する補足説明

該当項目に関する補足説明

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 3 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

杉浦恵祐 他の会社の出身者 △

寺澤和哉 他の会社の出身者 △

神應雅好 他の会社の出身者

※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

杉浦恵祐 ○

当社は、同氏が代表を務める株式会
社ＯＳＰとコンサルティング契約を締結
しておりましたが、取引の規模、性質
に照らして、株主・投資者の判断に影
響を及ぼす恐れはないと判断しており
ます。

なお、当社は、同氏が代表を務める
株式会社ＯＳＰ及び同氏が取締役を務
める株式会社東祥と取引等利害関係
はありません。

同氏は、コンサルタント会社の経営者であ
り、豊富な経験と専門的知見を有している
ことから、当社の社外監査役として平成20年６
月に就任しており、社外監査役としての職務を
適切に遂行していただいていると
認識しております。

また、関係会社、主要な取引先の出身者等
でないことから、十分な独立性が確保されてい
るものと考えております。

寺澤和哉 ○

同氏は、当社の会計監査人である有
限責任あずさ監査法人の出身者であ
りますが、取引の規模、性質に照らし
て、株主・投資者の判断に影響を及ぼ
す恐れはないと判断しております。

なお、当社は、同氏が代表を務める
寺澤会計事務所及び同氏が取締役を務
めるテクノホライゾン・ホールディングス株
式会社と取引等利害関係はありません。

同氏は、公認会計士の資格を有しており、会
計及び財務の専門家としての豊富な経験と専
門的知見を有していることから、当社の社外監
査役として平成23年３月に就任しており、社外
監査役としての職務を適切に遂行していただ
いていると認識しております。

また、関係会社、主要な取引先の出身者等
でないことから、十分な独立性が確保されてい
るものと考えております。

神應雅好 ―――
同氏は、金融機関において長年の経験を有し
ており、その経験を当社の監査に活かしていた
だくため、社外監査役として選任しております。

独立役員の人数 3 名

当社は、独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定しております。

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

実施していない

各取締役は、自らの職責を十分認識のうえ、株主価値の向上に取り組んでおり、現時点では、報酬面でのインセンティブ付与の必要性は薄いも
のと考えております。

ストックオプションの付与対象者



【取締役報酬関係】

該当項目に関する補足説明

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

―――

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

当社は、１億円以上の報酬を受け取っている者がいないため、個別報酬の開示は行っておりません。
有価証券報告書において、全取締役の報酬等の総額を開示しております。

報酬の額又はその算定方法の決定方
針の有無 あり

本報告書の「1.1.コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示」
【原則3-1 情報開示の充実】 に記載しておりますのでご参照ください。

社外取締役に対しては、総務人事グループが、また、社外監査役に対しては、常勤監査役または内部監査室が、取締役会の開催前に、重要な
事項等について意見交換や事前説明を行うほか、監督または監査に必要な社内またはグループ全体の状況について、随時、情報交換を行うな
ど、連係に努めております。なお、情報の内容によっては、しかるべき部署の担当者が説明しております。

当社は、コーポレート・ガバナンスの充実及び強化のための取組みとして、次のとおり諸施策を講じております。

１．取締役会
当社の取締役会は、当社の業務執行を決定するとともに取締役の執行を監督する権限を有しております。取締役８名のうち１名が社

外取締役、また男性６名・女性２名の構成であります。
取締役会は原則として毎月１回開催し、必要に応じて臨時に開催して経営に関する重要事項の審議・決議を行うほか、各取締役から

業務の執行状況、その他の報告を受けることとしており、迅速で的確な経営の意思決定ができる体制となっております。

２．監査役会、監査役
監査役会は、年度の監査計画書を策定して計画的な監査を実施するとともに、取締役の職務執行、財産管理状況、内部監査体制を

監査しております。監査役３名のうち3名が社外監査役、また男性３名の構成であります。
監査役はすべての取締役会に出席して、必要に応じて意見を述べております。さらに、内部監査室や会計監査人とも連携して監査

の充実を図っております。

３．内部監査室
内部監査業務は内部監査室（室長１名・専属スタッフ１名）が担当し、年度内部監査計画に基づき、全部門及び全子会社の業務全般にわたり、

計画的に内部監査を実施しております。

４．会計監査人
会計監査業務は有限責任あずさ監査法人と監査契約を締結して当該監査を受けております。

５．役員報酬の決定方法
取締役及び監査役の報酬の決定については、株主総会の決議を得ております。各役員の報酬額は、取締役については取締役会で

決定し、監査役については監査役会で決定しております。

当社は、上記のとおり監査役制度の採用及び社外取締役を選任しております。この体制のもと、常勤監査役は、取締役会のほかそ
の他重要な社内会議に出席して業務執行状況の聴取等を行うとともに、社外監査役及び社外取締役は、取締役会において専門的な
見地と客観的な立場から適宜発言を行い、取締役会における意思決定の適正性を確保しており、当社経営に対する監視・監督機能の
客観性と中立性は十分確保されるものと考えております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

２．ＩＲに関する活動状況

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送 業務合理化の推進により、株主総会招集通知の早期発送化を図っております。

集中日を回避した株主総会の設定
業務合理化の推進により、計算書類等の早期作成を図り、いわゆる集中日の概ね１週間前

開催に取り組んでおります。

補足説明
代表者自身
による説明

の有無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表 当社ホームページにて掲載しております。

個人投資家向けに定期的説明会を開催

原則として、年２回、第２四半期・本決算後を中心に随時開催するとともに、
名古屋証券取引所主催の各種説明会に積極的に参加しております。

「ＩＲエキスポ2015」（平成27年７月24日・25日）
「名証株式投資サマーセミナー2015」（平成27年９月17日）

あり

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

原則として、年２回、第２四半期・本決算後を中心に随時開催しております。 あり

IR資料のホームページ掲載

重要事項の開示を行った後、速やかに当社のホームページに掲載して、株
主の皆様をはじめ広く情報公開に努めております。
（決算短信、四半期決算短信、有価証券報告書、四半期報告書、その他適時
開示資料等）

IRに関する部署（担当者）の設置 総務人事グループに、ＩＲ担当を配置しております。

その他 ＩＲスケジュール等をホームページに掲載しております。

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの
立場の尊重について規定

各種社内規程の定期的見直しとともに、財務報告に係る内部統制システムの構築に
よるコンプライアンス体制の強化に努めております。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

ステークホルダーの皆様にタイムリーな企業情報の開示を基本として、ＴＤｎｅｔ及びホームペー
ジへの情報開示に積極的に取り組んでおります。

その他

〈女性の活躍の方針・取組に関して〉
当社では、女性の活用を進めており、採用や昇格などあらゆるステージにおいて、性別に

区別なく実力や成果に応じた評価を行っております。
平成27年10月1日現在、当社単体正社員の女性比率は58.3％、管理職の女性比率は61.5％と

なっております。
また、連結子会社５社のうち２社の代表取締役社長に女性を登用しております。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社は、内部統制システムに関する基本的な考え方を次のとおり定めております。

１．取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
（１）取締役及び使用人が法令遵守、定款遵守、公正性、倫理性を持ち行動するためのコンプライアンス体制に係る指針として企業倫
理行動規範を定める。
（２）コンプライアンス規程を定め、コンプライアンスの徹底と社会的信用の向上を図るとともに、コンプライアンス委員会を取締役会の直
属機関として設け、コンプライアンス体制の構築を図る。
（３）社長は、コンプライアンスを経営の基本方針の１つとしてコンプライアンス体制の整備及び維持ならびに向上に努める。
（４）当社及び子会社において法令、定款、諸規程等に違反する行為が行われ、又は行われようとしている場合の報告体制として内部通報制度を
整備し、通報者の保護を図るとともに、不正行為の早期発見と是正に努める。
（５）内部監査室は、各部門の業務遂行及びコンプライアンス状況等について監査を実施し、社長にその結果報告を行う。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報は、文書管理規程に定めるところにより、文書または電磁的媒体に記録し、適切に保存及び管理す
る。また、取締役及び監査役は、必要に応じ情報の記録を閲覧することができる。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制
（１）リスク管理規程を定め、事業活動において想定される各種リスクに係る適切な評価、管理体制を構築する。
（２）リスク管理規程に基づき、経営管理部担当役員をリスク管理統括責任者として、リスク管理体制の構築及び運用、改善を行う。また、
各部門長をリスク管理責任者として、当該部門のリスクの評価及び見直しを行う。
（３）リスクが具現化した場合は、リスク管理規程に基づき、リスク管理統括責任者が直ちに拡大防止体制を整備し対策を行い、損失を
最小限にとどめる。

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
（１）職務権限、意思決定ルールを職務権限規程に定める。
（２）定時取締役会を月１回、また、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営に関して意思決定及び取締役の職務執行の管理、監督
を行う。
（３）取締役会による経営計画、予算の策定及び月次、四半期予実管理を実施する。

５．当該株式会社ならびにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
（１）当社グループにおける業務の適正を確保するため、関係会社管理規程を整備する。
（２）グループ会社の経営状況は、経営管理部で管理し、進捗状況等を取締役会で報告する。
（３）グループ全体の監視及び監査を適正に行い、当社グループの連結経営に対応するために、会計監査人及びグループ会社の監査
役との連携を図る。
（４）グループ会社の内部統制システム構築に努め、必要な指導及び支援を実施する。

６．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項ならびに当該使用人の取締役か
らの独立性に関する事項、当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役会規程の定めにより、必要に応じて、内部監査室が監査役会事務局業務及び監査役の職務の補助を行うこととし、監査役補助業務に関し
て、取締役以下補助使用人の属する組織の上長等の指揮命令を受けないことを徹底する。

７．当社及び子会社の取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
（１）監査役は、取締役会及びその他重要な会議に参画し、随時、報告を求めることができる。
（２）監査役は、職務執行に必要と判断した事項について、随時、取締役及び使用人に報告を求めることができる。また、議事録等の情
報の記録を閲覧できる。
（３）取締役及び使用人は、重大な法令違反、定款違反及び会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を知った場合は、速やかにそ
の事実を監査役に報告する。
（４）内部通報窓口への通報内容は担当者から監査役に全て報告する。

８．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
（１）監査役は、代表取締役と定期的な会合を通じて、監査上の重要な事実等について意見交換を行う。
（２）監査役は、内部監査室及びグループ会社監査役と適宜情報交換を行うとともに、連携して監査を行う。
（３）監査役は必要に応じて、会計監査人、弁護士等外部の専門家を活用し、その費用は会社が負担する。

９．財務報告の信頼性を確保するための体制
金融商品取引法の定めにより、財務報告に係る内部統制が有効かつ適切に行われる体制を整備し、会計監査人との連携を図り、財
務報告の信頼性と適正性を確保する。

１０．反社会的勢力の排除に向けた体制
（１）反社会的勢力や団体、個人への対応は、総務人事グループにて情報を収集し、対応する。
（２）当社グループを対象とした暴力団等反社会的勢力の排除規程を制定し、反社会的勢力や団体等の排除と関りのある企業、団体、
個人とはいかなる取引も行わない。
（３）警察署や顧問弁護士等と反社会的勢力や団体に関して連携を図る。

当社は、上記のとおり反社会的勢力排除に向けた体制の構築を定めており、反社会的勢力排除の徹底を図っております。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

該当項目に関する補足説明

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

買収防衛策の導入の有無 なし

―――

１．適時開示に関する基本的な考え方
当社は、株主及び投資家の皆様に対して、公平・公正な情報を迅速かつ適切な時期に適正な方法で開示することを基本方針として

おります。
また、制度的な情報開示はもとより、株主及び投資家保護の観点から、当社への信頼度、理解度を高めていくための積極的な情報

開示にも重点を置いて取り組んでまいります。

２．社内体制の状況
当社企業グループでは、「業務等に関する重要事実」等の管理のため、「内部情報管理規程」を制定し、経営管理部担当役員が総括管

理責任者となり、各部門においては、関係部門長を管理責任者と定め、情報管理を行っております。また、当社及び子会社に係る決定
事実、発生事実、決算に関する情報等の集約・管理及び会社情報の開示に関しては、総括管理責任者である経営管理部担当役員が管
轄し、一元管理を行っております。

当社では、会社情報を開示するに当たっては、会社情報の内容によって次のような体制を取っております。
（１）決定事実

重要な決定事実については、月１回開催する定時取締役会において決定するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催する事によ
り、迅速な決定を行っております。

決定された重要事実については、総括管理責任者が公表の要否について社長その他必要と認めたものと協議を行い、開示を要する
ものについては、適時開示規則に従い、迅速、正確に開示を行います。

（２）発生事実
重要事実、若しくはそれに該当すると思われる事実が発生した場合、発生所管部門の管理責任者から総括管理責任者に速やかに

報告します。
その後、総括管理責任者は社長その他必要と認めたものと協議を行い、開示を要するものについては、適時開示規則に従い、迅速、

正確に開示を行います。また、必要に応じて監査役、監査法人及び弁護士等によるアドバイスを受け、正確な会社情報の開示に努め
ます。

（３）決算情報
財務経理グループにおいて取りまとめられた決算（四半期報告を含む）及び業績修正等の情報については、監査法人の監査または

レビュー及び監査役監査を経て取締役会にて付議、承認を得た後、速やかに開示を行います。


